
 

第 54 期定時株主総会招集ご通知への 

記載を省略した電子提供措置事項 

1. 企業集団の現況に関する事項 

2. 会社の株式に関する事項 

3. 会社の新株予約権等に関する事項 

4. 会社の役員に関する事項 

5. 会計監査人の状況 

6. 会社の体制及び方針 

7. 連結注記表 

8. 個別注記表 

（2025年 4月 1日から 2026年 3月 31日まで） 

 

株式会社ケーユーホールディングス 

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第 16 条の規定に基づ

き、書面交付請求をされた株主様に対して交付する書面（電子提供措

置事項記載書面：定時株主総会招集ご通知）には記載しておりません。 

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、

株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した

書面を一律にお送りしております。 



 

 

１.企業集団の現況に関する事項 
 
(1) 主要な事業内容（2026年３月31日現在） 

当社グループは、東京都、神奈川県を中心とした関東圏、東北地方、北陸地方及び
北海道を主要営業地域として、四輪自動車の販売、修理を主たる事業とし、それらに
付随する事業を展開しております。 
 

(2) 主要な事業所（2026年３月31日現在） 
 

 
① 株式会社ケーユー 

名        称 所  在  地 
本 店 東 京 都 町 田 市 
八 王 子 店 東 京 都 八 王 子 市 
東 大 和 店 東 京 都 東 大 和 市 
湘 南 戸 塚 店 横 浜 市 戸 塚 区 
相 模 原 西 店 相 模 原 市 南 区 
横 須 賀 店 神 奈 川 県 横 須 賀 市 
秦 野 店 神 奈 川 県 秦 野 市 
千 葉 店 千 葉 市 中 央 区 
千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン 店 千 葉 県 印 西 市 
久 喜 白 岡 店 埼 玉 県 白 岡 市 
三 郷 イ ン タ ー 店 埼 玉 県 三 郷 市 
菖 蒲 店 埼 玉 県 久 喜 市 
佐 野 店 栃 木 県 佐 野 市 
宇 都 宮 イ ン タ ー パ ー ク 店 栃 木 県 宇 都 宮 市 
仙 台 泉 店 仙 台 市 泉 区 
仙 台 若 林 店 仙 台 市 若 林 区 
盛 岡 南 店 岩 手 県 盛 岡 市 
秋 田 南 店 秋 田 県 秋 田 市 
金 沢 野 々 市 店 石 川 県 野 々 市 市 
青 森 八 戸 店 青 森 県 八 戸 市 
山 形 西 バ イ パ ス 店 山 形 県 山 形 市 
函 館 店 北 海 道 函 館 市 
富 山 イ ン タ ー 店 富 山 県 富 山 市 
旭 川 店 北 海 道 旭 川 市 
高 岡 店 富 山 県 高 岡 市 
山 形 鶴 岡 店 山 形 県 鶴 岡 市 
新 潟 女 池 店 新 潟 市 中 央 区 
湘 南 平 塚 店 
帯 広 店 
新 潟 上 越 店 
青 森 ７ 号 バ イ パ ス 店 
長 野 店 
川 越 イ ン タ ー 店 

神 奈 川 県 平 塚 市 
北 海 道 帯 広 市 
新 潟 県 上 越 市 
青 森 県 青 森 市 
長 野 県 長 野 市 
埼 玉 県 川 越 市   

 
② 株式会社シュテルン世田谷 

名        称 所  在  地 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 東 名 横 浜 東 京 都 町 田 市 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 世 田 谷 南 東 京 都 世 田 谷 区 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 世 田 谷 南 

東 京 都 世 田 谷 区 
サ ー テ ィ フ ァ イ ド カ ー ・ セ ン タ ー 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ あ ざ み 野 横 浜 市 青 葉 区 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 東 名 静 岡 静 岡 市 駿 河 区 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 横 須 賀 神 奈 川 県 横 須 賀 市 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 新 百 合 ヶ 丘 川 崎 市 麻 生 区 



 

 

A M G 東 京 世 田 谷 東 京 都 世 田 谷 区 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 多 摩 東 京 都 多 摩 市 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 港 南 台 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 逗 子 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 横 浜 東 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 日 吉 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 藤 沢 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 八 王 子 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 横 浜 中 央 
ス タ ー ズ @ メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 銀 座 

横 浜 市 港 南 区 
神 奈 川 県 逗 子 市 
横 浜 市 鶴 見 区 
横 浜 市 港 北 区 
神 奈 川 県 藤 沢 市 
東 京 都 八 王 子 市 
横 浜 市 神 奈 川 区 
東 京 都 中 央 区 

 
③ 株式会社シュテルン中央 

名        称 所  在  地 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 中 央 東 京 都 中 央 区 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 豊 洲 東 京 都 江 東 区 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 豊 洲 
サ ー テ ィ フ ァ イ ド カ ー ・ セ ン タ ー 

東 京 都 江 東 区 

 
④ 株式会社シュテルン西多摩 

名        称 所  在  地 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 武 蔵 村 山 東 京 都 福 生 市 
メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 羽 村 
サ ー テ ィ フ ァ イ ド カ ー ・ セ ン タ ー 

東 京 都 羽 村 市 

 
⑤ 株式会社モトーレン東名横浜 

名        称 所  在  地 
T o m e i - Y o k o h a m a  B M W 東 名 横 浜 本 店 東 京 都 町 田 市 
T o m e i - Y o k o h a m a  B M W 横 浜 三 ツ 沢 支 店 横 浜 市 神 奈 川 区 
T o m e i - Y o k o h a m a  B M W 町 田 鶴 川 支 店 
T o m e i - Y o k o h a m a  B M W 調 布 支 店 

東 京 都 町 田 市 
東 京 都 調 布 市 

B M W  P r e m i u m  S e l e c t i o n 東 名 横 浜 東 京 都 町 田 市 
B M W  P r e m i u m  S e l e c t i o n 町 田 鶴 川 
B M W  P r e m i u m  S e l e c t i o n 調 布 
B M W  P r e m i u m  S e l e c t i o n 横 浜 三 ツ 沢 
B M W  P r e m i u m  S e l e c t i o n 横 須 賀 

東 京 都 町 田 市 
東 京 都 調 布 市 
横 浜 市 保 土 ヶ 谷 区 
神 奈 川 県 横 須 賀 市 

 

⑥ 株式会社ファイブスター東名横浜 
名        称 所  在  地 

ジ ー プ 東 名 横 浜 東 京 都 町 田 市 
ジ ー プ 相 模 原 相 模 原 市 中 央 区 
ジ ー プ 新 百 合 ヶ 丘 
ジ ー プ 厚 木 

川 崎 市 麻 生 区 
神 奈 川 県 厚 木 市 

キ ャ デ ラ ッ ク ・ シ ボ レ ー 東 名 横 浜 東 京 都 町 田 市 

 

(3) 従業員の状況（2026年３月 31 日現在） 
 

部 門 名 従 業 員 数 

国 産 車 販 売 事 業 491名 

輸入車ディーラー事業 900名 

管 理 部 門 70名 

合 計 1,461名 

 

 



 

 

(4) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在） 
 

借入先 借入額 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 7,334百万円 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,688百万円 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,934百万円 

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,217百万円 

 

(5) 販売の状況 
（単位：百万円） 

 
期 別 

 
 

商品別 

第53期 
（2025年３月期） 

第54期 
（2026年３月期） 売上高 

増減率 
台 数 売上高 構成比 台 数 売上高 構成比 

四輪車 新 車 6,935台 56,153 35.1％ 6,763台 57,913 34.3％ 3.1％ 

 中古車 36,411台 80,493 50.3％ 37,728台 86,299 51.0％ 7.2％ 

 小 計 43,364台 136,647 85.4％ 44,491台 144,213 85.3％ 5.5％ 

修理売上高 － 16,702 10.5％ － 18,146 10.7％ 8.6％ 

手数料収入 － 6,614 4.1％ － 6,734 4.0％ 1.8％ 

合   計 － 159,964 100.0％ － 169,094 100.0％ 5.7％ 

 

２.会社の株式に関する事項 

株式の状況（2026年３月31日現在） 

 (1) 発行済株式の総数  普通株式 31,355,947株 
(自己株式 12,770,077株を除く) 

 
 (2) 株主数（自己株式を除く）  10,702名 
   
(3) 大株主 

 
株  主  名 持 株 数（千株） 持 株 比 率（％） 

㈲ ヤ マ サ ン 8,930 28.48 

㈱ ラ グ ナ 3,500 11.16 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 
信 託 銀 行 ㈱  （ 信 託 口 ） 1,543 4.92 

㈱日本カストディ銀行 （信託口） 1,085 3.46 

板 東 徹 行 1,000 3.19 

井 上 順 子 762 2.43 

㈱ シ ュ ー ツ ー 610 1.95 

ケ ー ユ ー グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 512 1.64 

内 藤 征 吾 459 1.47 

Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ａ Ｃ Ｔ Ｉ Ｖ Ｅ  
Ｂ Ｒ Ｏ Ｋ Ｅ Ｒ Ｓ  Ⅼ Ⅼ Ｃ 

450 1.44 
 
(注) 当社は、自己株式12,770,077株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 

また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 
 
 



 

 

(4) 当事業年度中に職務遂行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 

 株式数 交付対象者数 

取締役 

（監査等委員及び社外取締役を除く） 

 

213,000株 

 

４名 
 （注）当社の株式報酬の内容につきましては、招集ご通知に記載しております。  



 

 

３. 会社の新株予約権等に関する事項 
(1) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況 

   該当事項はありません。 

 

(2) 当事業年度末日における会社役員の新株予約権等の保有状況 

名称 

（発行決議日） 

新株予約

権の数 

目的となる株式の数 発行

価額 

権利行

使価額 

行使の 

条件 

権利行使期間 

第４回新株予約権 

（2007年９月20日） 

145個 29,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

無償 1個あた

り100円 

(注)１ 2007年10月２日から

2037年10月１日まで 

第５回新株予約権 

（2008年７月17日） 

185個 37,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

同上 同上 (注)１ 2008年９月２日から

2038年９月１日まで 

第６回新株予約権 

（2009年６月24日） 

185個 37,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

同上 同上 (注)１ 2009年８月１日から

2039年７月31日まで 

第７回新株予約権 

（2010年６月28日） 

310個 62,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

同上 同上 (注)１ 2010年８月１日から

2040年７月31日まで 

第８回新株予約権 

（2011年６月28日） 

310個 62,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

同上 同上 (注)１ 2011年８月１日から

2041年７月31日まで 

第９回新株予約権 

（2012年６月27日） 

310個 62,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

同上 同上 (注)1 2012年８月１日から

2042年７月31日まで 

第10回新株予約権 

（2013年６月26日） 

310個 62,000株 

（新株予約権１個につき200株） 

同上 同上 (注)２ 2013年８月１日から

2043年７月31日まで 

第11回新株予約権 

（2014年６月26日） 

700個 70,000株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2014年８月１日から

2044年７月31日まで 

第12回新株予約権 

（2015年６月25日） 

800個 80,000株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2015年８月１日から

2045年７月31日まで 

第13回新株予約権 

（2016年６月28日） 

795個 79,500株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2016年８月１日から

2046年７月31日まで 

第14回新株予約権 

（2017年７月20日） 

795個 79,500株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2017年９月１日から

2047年８月31日まで 

第15回新株予約権 

（2018年６月26日） 

795個 79,500株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2018年８月19日から

2048年８月18日まで 

第16回新株予約権 

（2019年６月25日） 

975個 97,500株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2019年８月17日から

2049年８月16日まで 

第17回新株予約権 

（2020年６月25日） 

975個 97,500株 

（新株予約権１個につき100株） 

同上 同上 (注)２ 2020年８月20日から

2050年８月19日まで 

（注）１ 新株予約権の行使条件 

① 当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日、もしくは、当社子会社の取締役

または執行役員の地位を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している

場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した

日または従業員退職のいずれか遅い日とする｡）のそれぞれの翌日から10日間内に一括

して行使する方法によってのみ新株予約権を行使できるものとする。 

② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から３か月間に

限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可

能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集

新株予約権を行使できるものとする。 

③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間

で締結する ｢新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

・新株予約権の譲渡に関する事項 



 

 

新株予約権を譲渡により取得するには、当社の取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 

２ 新株予約権の行使条件 

① 当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位

を喪失した日（子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの

地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職の

いずれか遅い日とする｡）のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によ

ってのみ新株予約権を行使できるものとする。 

② 新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から３か月間に

限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可

能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集

新株予約権を行使できるものとする。 

③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間

で締結する ｢新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

・新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 

３ 2014年６月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的とな

る株式の数」および「権利行使価額」は調整されております。 

 

 

当社役員の保有状況（2026年３月31日現在） 
 

 名   称 個   数 保 有 者 数 

取 締 役 
（監査等委員及び 
  社外取締役を除く） 

第４回新株予約権 145個 3名 

第５回新株予約権 185個 3名 

第６回新株予約権 185個 3名 

第７回新株予約権 310個 3名 

第８回新株予約権 310個 3名 

第９回新株予約権 310個 3名 

第10回新株予約権 310個 3名 

第11回新株予約権 700個 3名 

第12回新株予約権 800個 3名 

第13回新株予約権 795個 3名 

第14回新株予約権 795個 3名 

第15回新株予約権 795個 3名 

第16回新株予約権 975個 3名 

第17回新株予約権 975個 3名 

  

  



 

 

４.会社の役員に関する事項 
(1) 事業年度中に退任した取締役 

戸倉章博氏は2025年5月15日に取締役（監査等委員）を辞任しております。 
 

(2) 責任限定契約の内容の概要 
当社は、萩原博文氏、細野泰司氏、浅野雅雄氏及び網谷充弘氏との間で会社法第

427条第１項及び定款の規定により、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
趣旨の責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりでありま
す。 
・監査等委員である取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う

場合は、300万円又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、その責任
を負う。 

・上記の責任限定が認められるのは、監査等委員である取締役がその職務を行うに
あたり、善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。 

 
(3) 社外役員に関する事項 

① 重要な兼職の状況等 
  重要な兼職の状況等につきましては、招集ご通知に記載のとおりであります。 
② 当事業年度における主な活動状況 

 

 氏  名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要 

取 締 役 
（監査等委員） 

細 野 泰 司 

当事業年度に開催された取締役会14回のうち、12
回に出席し、企業経営者としての幅広い経験と高
い知見に基づき、独立した客観的な立場から、取
締役会の妥当性・適正性を確保するため議案等に
ついて適宜、有益な助言、発言を行うなど、同氏
に期待される役割を適切に果たしております。ま
た、当事業年度に開催された監査等委員会には12
回のうち10回に出席し、主に内部統制システムの
構築及び運用状況、監査結果について適宜、必要
な発言を行っております。 

取 締 役 
（監査等委員） 浅 野 雅 雄 

当事業年度に開催された取締役会14回のうち、14
回に出席し、長年にわたる財務・経理業務の経験
に基づく知見から、取締役会の妥当性・適正性を
確保するため議案等について適宜、有益な助言、
発言を行っており、同氏に期待される役割を適切
に果たしております。また、当事業年度に開催さ
れた監査等委員会には12回のうち12回に出席し、
主に財務・経理業務、会計監査人の監査の実施状
況及び職務の執行状況について必要な発言を行っ
ております。 

取 締 役 
（監査等委員） 網 谷 充 弘 

当事業年度に開催された取締役会９回（就任後）
のうち、９回に出席し、弁護士資格を有し、企業
法務に精通しており、取締役会の妥当性・適正性
を確保するため議案等について適宜、有益な助
言、発言を行うなど、同氏に期待される役割を適
切に果たしております。また、当事業年度に開催
された監査等委員会には９回(就任後)のうち９回
に出席し、独立した立場から当社の経営を監督
し、職務の執行状況について適宜必要な発言を行
っております。 

 



 

 

５.会計監査人の状況 
(1) 会計監査人の名称 

   EY新日本有限責任監査法人 

  
(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

 
 支払額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額  

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 31百万円 

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 －百万円 

合   計 31百万円 

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 31百万円 

 
（注） １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区

分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。 

 ２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証

を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま

した。 

 
(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

当社監査等委員会は、会計監査人の在任期間、会計監査人の職務の執行状況、会社

法第340条第１項各号所定事由への該当性の有無その他の会計監査人の適格性及び信頼

性の判断の基礎となる事情ならびに他の会計監査人候補者の状況を総合考慮し、必要

があると判断した場合、監査等委員会の決定を得て、会計監査人を再任せず、他の適

切な監査法人等を会計監査人として選任する旨の議案を株主総会にお諮りする方針で

あります。 

また、会計監査人の在任期間、会計監査人の職務の執行状況、会社法第340条第１項

各号所定事由への該当性の有無その他の会計監査人の適格性及び信頼性の判断の基礎

となる事情ならびに他の会計監査人候補者の状況を総合考慮し、必要があると判断し

た場合であって、取締役会の判断と相違する場合､ 取締役会に対し、会計監査人の解

任または不再任及び新たな会計監査人の選任を株主総会の会議の目的事項とすること

を請求いたします。特に、会社法第340条第１項各号所定事由に該当すると認められる

場合であって、必要と判断するときには、監査等委員会は､ 会計監査人の解任をする

ことがあります。 

 



 

 

６.会社の体制及び方針 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会
社の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり定めております。当社取
締役会は、本方針について適宜見直しを行い継続的な改善を図ってまいります。 
 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制 

 

当社は、グループ各社の全ての役職員が守るべき企業行動規範を定め、法令遵守精

神の涵養と企業倫理の確立を図り、公正で透明な企業風土の構築に努めてまいりま

す。また、コンプライアンス規程に基づき、各職制や研修等を通じ指導教育を実施

し、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合する体制の整備を行います。 

総務部担当役員を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、グ

ループ各社のコンプライアンス問題を一元的に管理するとともに、内部通報制度を設

け、コンプライアンス上の問題に係る情報を、全ての役職員から広く収集いたしま

す。 

内部監査部は、監査等委員である取締役と連携し、グループ各社の法令等の遵守状

況について定期的に監査を行い、その結果を取締役会に報告いたします。 
 
（運用状況） 

グループ各社のコンプライアンス問題を一元的に管理するコンプライアンス・リス

ク管理委員会は、期初に設定した運営計画に基づき、制度・規程類の整備やグループ

全社員に対する継続的な教育を行う等コンプライアンス意識の涵養を図っておりま

す。委員会は原則として四半期毎に開催し、運営状況のレビューを行うとともに取り

上げられた問題について審議の上、活動内容を取締役会に報告しております。また、

コンプライアンス関連の規程・マニュアル・ハンドブックを社内イントラネットに開

示し、全社員が常時閲覧できる体制を整備すると共に適宜内容の見直しを行っており

ます。 

内部監査部は、グループ各社について法令等の遵守状況を定期的に監査し、監査結

果報告会で監査結果を報告するほか、四半期に１回取締役会に報告を行っておりま

す。 
 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 
当社は、取締役会等重要な会議の審議経過や意思決定の記録、重要事項に係る稟議

書、重要な契約書等、取締役の職務執行に係る情報につきましては、法令及び社内規

程に基づき保存することといたします。 
 

（運用状況） 

取締役会等の重要な会議の記録については、事務局となる部署が法令及び取締役会

規程等の社内規程に基づき、保存しております。重要事項に係る稟議書、重要な契約

書等は、グループ各社をサポートする部署が社内規程に基づき保存及び管理を行って

おります。 
 
 
 
 



 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 

当社は、グループ会社を含む全社的なリスクを把握・評価し適切な対応を行うため

に、リスク管理規程に基づきリスク管理体制の整備を図ります。また、リスク管理の

実効性確保のため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、総務部担当役員を

リスク管理総括責任者に任命し、グループのリスク管理の一元化を図ります。 

リスク管理総括責任者は、全社的なリスクの管理状況を把握し、適宜（緊急の場合

は直ちに）社長及び必要に応じ取締役会に報告を行うとともに、必要な対策や予防措

置を検討するものといたします。また、災害を始めとする不測の事態に対しては、緊

急事態対策規程に則り迅速かつ適切な対応により損失の極小化を図る体制を整備いた

します。 
 

（運用状況） 

コンプライアンス・リスク管理委員会がグループ横断的にリスク管理を行ってお

り、全社員に対する継続的な教育研修のほか、委員会を原則として四半期に１回開催

し、リスクのある事案について協議し、リスクコントロールの強化を図っておりま

す。また、ケーユーグループ事業継続計画を定め、定期的に訓練を行う等により不測

の事態が発生した場合の損害の最小化に努めております。 
 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 

当社は、執行役員制度を導入し、監督と執行の分離による取締役会の意思決定機能

及び監督機能の強化を図りつつ、業務執行にかかる責任を明確化しております。さら

に、職務権限規程を定め、重要性に応じ、取締役会を含めた適切な機関において意思

決定を行うものとし、他方、職務分掌規程を定め、業務の執行を適切に分担すること

といたしております。 

業務の運営及び進捗状況の管理につきましては、毎年取締役会の決議を経て策定す

る年度計画（予算）に基づき、各部門に明確な目標を設定し、取締役会がその進捗管

理を行い、内部監査の結果とあわせ定期的に業務運営状況を検証します。 

 
（運用状況） 
 取締役会規程に基づき、取締役会を毎月開催しているほか、必要に応じ臨時に開催

し迅速な意思決定を図っております。 
 業務の運営及び進捗状況につきましては、毎月取締役会において各社及び連結の月

次決算を報告することにより予算に対する進捗状況等を管理するほか、内部監査部が

四半期ごとに監査結果を取締役会に報告し、業務の運営状況を検証しております。 
 
(5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 

当社は、持株会社としてグループ各社の業務運営を管理監督するとともに、全体最

適の観点から必要な経営資源の配分を行い、グループ各社の業務の適正性を確保する

ための体制整備を行います。 

当社の常勤監査等委員である取締役は、グループ各社の監査役を兼務しているほ

か、内部監査部が定期的にグループ各社を監査する等、グループの業務の適正を確保

する体制を整備いたします。 

また、当社グループは、財務報告の信頼性を確保するための統制の強化と、財務報

告に係る内部統制の評価基準に則り、公正妥当な評価を行う体制の整備を図ります。 
 



 

 

（運用状況） 

当社の常勤監査等委員は、グループ各社の監査役を兼務し、各社の運営を監視・監

督しております。また、内部監査部が四半期ごとに各社の監査結果を取締役会に報告

する事で、企業集団における業務の適正を確保しております。 

 
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及

び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関す
る事項ならびに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性確保
に関する事項 
 

監査等委員である取締役の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置

し、監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を他部署との兼務で配置してお

ります。当該使用人の人事考課及び人事異動に関しては、監査等委員会の意見を聴取

することといたします。また、監査等委員である取締役が職務の執行にあたり当該使

用人に対し指示を行った場合は、当該使用人はその指揮命令権に従うものとします。

なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は配置いたしません。 
 

（運用状況） 

監査等委員の職務を補助するために必要な使用人を配置しております。当該使用人

は監査等委員会の事務局として、監査等委員である社外取締役とのスケジュール調整

や議事進行等運営のサポートのほか、監査等委員会議事録の管理、保管、資料の整備

を行っております。当該使用人の人事考課にあたっては、監査等委員会の意見を聴取

しております。 

 
(7) 監査等委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理

由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 

当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、会社に著しい損害

を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員である取

締役に当該事実を報告いたします。常勤監査等委員である取締役は、グループ各社の

監査役を兼務し、営業会議等の主要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務

の進捗状況について報告を受ける体制といたします。また、監査等委員である取締役

は、業務執行に係る重要な文書及び稟議書等を閲覧し、必要に応じ監査等委員でない

取締役または使用人にその説明を求めることといたします。 

内部通報規程により、当社グループの役職員に対し社内規則や法令等に違反する行

為を知ったときは、直ちに通報する義務を負わせる一方、通報者に対する保護と報復

行為の禁止を定めています。 

 

（運用状況） 

 常勤監査等委員は、グループ各社の主要な会議に出席し、業務の進捗状況を把握す

るほか、随時グループ各社の店舗を臨店し、使用人からの情報収集に努めておりま

す。また、幅広く情報収集を行うために内部通報規程を定め、社内イントラネットを

通じ全ての役職員が閲覧可能な状態としております。 

 
(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す

る事項及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制 

 



 

 

監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査についての説明を受けるとと

もに、適宜情報の交換を行います。また、内部監査人とも密接な連携を保ち、監査等

委員である取締役の監査の実効性を高めることといたします。 

また、監査等委員である取締役がその職務執行（監査等委員としての職務の執行に

関するものに限る。）について生ずる費用または債務について会社法第 399 条の２第

４項に基づき請求したときは、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと

証明された場合を除き、速やかに費用等を支払うものとします。 

 

（運用状況） 

 監査等委員会は、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるほか、適宜情報の交

換を行っております。また、常勤監査等委員と内部監査部は、監査結果報告会におい

て相互に連携し、監査の効率性・実効性を高めております。 

 監査等委員の職務執行に必要な費用については、速やかに支払いを行っておりま

す。 

  
(9) 反社会的勢力を排除するための体制 
 
当社は、グループ各社の全ての役職員が守るべき企業行動規範に則り、社会秩序や

企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的な個人・団体には断固たる態度で臨みま

す。また、コンプライアンス規程において反社会的勢力との対決を謳い、更にコンプ

ライアンスマニュアルで具体的内容を定めることにより、グループ全ての役職員への

徹底を図り、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進いたします。 
 

（運用状況） 

反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、不当要求防止責任者の設置や地元警察

との連携を行うほか、条例に基づき契約書への暴力団排除条項の追加や新規取引開始

時には社内規程やマニュアルに従い属性チェックを行う等、実効性を高めておりま

す。 
 



７.連結注記表 

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 

1．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ６社 

     株式会社ケーユー 

     株式会社シュテルン世田谷 

     株式会社シュテルン中央 

     株式会社シュテルン西多摩 

     株式会社モトーレン東名横浜 

     株式会社ファイブスター東名横浜 

  (注) 株式会社シュテルン西多摩は2025年７月１日、株式会社シュテルン中央は2025

年９月１日に株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。

なお、株式会社シュテルン西多摩は、2026年４月１日に株式会社シュテルン世

田谷に吸収合併されております。 

2．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社６社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

4．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

    ① 有価証券 

     その他有価証券  

    市場価格のない株式 

    等以外のもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は 

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法 

により算定） 

    市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 

    ② デリバティブ 時価法 

③ 棚卸資産  

商  品 

イ. 新 車 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

ロ. 中古車 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

原 材 料 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法） 

仕 掛 品 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  (リース資産を除く) 

定率法 

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については、定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります｡ 

                 建物及び構築物 ５年～40年 

  機械装置及び運搬具 ２年～15年 

                 工具・器具・備品 ２年～20年 



   

② 無形固定資産 

      (リース資産を除く) 

  

      ソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）による定額法 

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、実際支給見込相当額を計上しておりま

す。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

 当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

は以下のとおりであります。 

 

車両販売、車両修理に係る収益認識 

 当社グループは、国産車販売事業と輸入車ディーラー事業の各車両販売、サービ

スに係る車両修理を主な事業としており、これらの商品の販売、及びサービスにつ

いては、顧客への納車引渡し時点で収益を認識しております。 

 

(5) 退職給付に係る会計処理の方法 

 株式会社シュテルン中央を除く当社グループは確定拠出年金制度を導入しており

ます。株式会社シュテルン中央は、退職一時金制度を導入しております。 

 

（6）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積もり、償却期間を

決定した上で、均等償却しております。 

 

Ⅱ.会計上の見積りに関する注記 

 固定資産の減損に係る見積り 

1． 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

減損損失 －百万円 

有形固定資産 48,158百万円 

無形固定資産 580百万円 

（1） 減損の兆候があると判定された資産又は資産グループ 

減損の兆候があると判定した資産又は資産グループはありません。 

 

 



2．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

(1) 減損損失に係る算出方法の概要 

 当社グループでは連結計算書類の作成にあたり、固定資産の減損に係る見積りが

経営の実態を適切に反映したものになるようグルーピングを行い、減損の兆候を判

定します。兆候があると判定された資産又は資産グループ（以下「資産等」とい

う。）は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金

額を測定し連結計算書類へ計上します。 

 事業用資産については管理会計上の事業所単位ごとにグルーピングしております。

遊休資産及び賃貸用資産等については物件毎に一つの資産グループとしております。 

 減損の兆候の判定は、資産等を使用した営業活動から生じた損益の状況や、将来

キャッシュ・フローの見積りの基礎である営業損益について事業計画等とその実績、

翌連結会計年度以降の事業計画、市場環境など、当社グループが利用可能な情報に

基づいて判定を行っております。また、純粋持株会社である当社（株式会社ケーユ

ーホールディングス）においては、資産の賃貸から生じる損益の状況や市場価格の

著しい下落等により判定しているほか、子会社が会社の賃貸物件により行う事業の

業績が減損の兆候に影響を与える可能性を踏まえ判定を行っております。  

(2) 当連結会計年度に計上した減損損失の算出方法 

 上記記載の減損損失に係る算出方法に基づき当連結会計年度の減損の兆候の判定

を実施いたしました。その結果、当連結会計年度においては、減損の兆候を識別し

た資産又は資産グループはありません。 

(3) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

 減損の兆候の識別において使用した事業計画は、取締役会で承認されたものに基

づいております。これには、当社グループの過去の実績に基づく将来の見積りが含

まれており、事業計画作成に用いる主要な仮定は、①資産の賃貸から生じる収益、

②販売台数・販売単価計画等に基づく売上高予想、③営業費用予想としております。 

(4) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

 当社グループの過去の実績に基づく将来の見積りは、マーケット環境の変化や、

自然災害リスクなど、様々な要因により不確実性を伴うため、想定外の市場価格の

著しい下落、業績落込み等が発生し、見積値に対し実績が乖離した場合には、翌連

結会計年度において、資産等について減損の兆候があると判定され、減損損失を認

識する必要が生じた場合には、同期間における連結計算書類に影響を与える恐れが

あります。 

 

  

Ⅲ．連結貸借対照表関係 

1．記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

2．担保に供している資産 

商品及び製品 533百万円 

上記について、買掛金 648百万円の担保に供しております。 

3．有形固定資産の減価償却累計額 15,336百万円 

 

 

 

Ⅳ．連結損益計算書関係 

記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 



Ⅴ．連結株主資本等変動計算書関係 

1．記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

2．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 44,126,024株 

3．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 12,770,077株 

4．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区 分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 

年度末残高 

（百万円） 

当連結会計 

年度期首 

当連結会計 

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当社 

（親会社） 

  
 

2007年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 11 

2008年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 6 

2009年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － ７ 

2010年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 10 

2011年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 13 

2012年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 16 

2013年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 30 

2014年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 54 

2015年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 75 

2016年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 73 

2017年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 93 

2018年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 83 

2019年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 91 

2020年新株予約権 

（注） 
普通株式 － － － － 114 

連結子会社 ― ― － － － － － 

合   計 ― － － － － 682 

（注）2007 年新株予約権 52,000 株、2008 年新株予約権 60,000 株、2009 年新株予約権

60,000 株、2010 年新株予約権 112,000 株、2011 年新株予約権 112,000 株、2012

年新株予約権 112,000 株、2013 年新株予約権 112,000 株、2014 年新株予約権

120,000 株、2015 年新株予約権 134,000 株、2016 年新株予約権 134,500 株、2017

年新株予約権 134,500 株、2018 年新株予約権 137,100 株、2019 年新株予約権

177,500 株及び 2020 年新株予約権 177,500 株のうち、権利行使できる条件を充足

したものはありません。 



5．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 
基 準 日 効力発生日 

2 0 2 5 年 ６ 月 2 6 日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 1,445 44円00銭 2025年３月31日 2025年６月27日 

2 0 2 5 年 1 1 月 1 0 日 

取 締 役 会 
普通株式 663 20円00銭 2025年９月30日 2025年12月８日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度となるもの 

（決議予定） 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 
基 準 日 効力発生日 

2 0 2 6 年 ６ 月 2 5 日 

定 時 株 主 総 会 
1,191 利 益 剰 余 金 38円00銭 2026年３月31日 2026年６月26日 

 

  



Ⅵ．金融商品関係 

1．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、主に店舗建設のための設備投資計画に照らして必要な資金を調

達しております。 

一時的な余剰資金は銀行の定期預金を中心とした安全性の高い金融資産で運用し

ております。一部の余剰資金について効率的な運用を図ることを目的として、一定

限度額において社債等への投資を行っております。 

デリバティブは、リスク回避のために利用し、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連す

る株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。 

長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還

日は最長で５年であります。主に変動金利であるため、金利の変動リスクに晒され

ております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

当社グループは、債権管理規程を定め、取引先との信用取引についての遵守事項

を定めております。個人に対する掛売りは原則として行いませんが、例外的に掛売

りが認められる場合と承認申請の手順についてのルールを定めております。さらに、

取引先ごとの売掛金残高は持株会社管理部門にて把握し、定期的に当該顧客を担当

する拠点に通知し、拠点が責任をもって債権回収に当たる体制となっております。 

また、個人顧客のクレジット利用により信販会社への売掛金が発生しますが、財

務内容の良好な信販会社のみを取引対象としているため、信用リスクは僅少であり

ます。 

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融

資産の貸借対照表価額により表わされています。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価を把握し、取引先企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

変動金利による借入金については、定期的に金利の動向を把握し管理しておりま

す。 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた

社内ルールに従い、稟議等により承認を得て行っております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社グループは、各部署及び連結子会社からの報告に基づき、適時に資金繰計画

を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により、流動性リスクを管理して

おります。運転資金として、将来の予測不可能な資金需要に備えて十分な資金及び

資金化が容易な定期預金、有価証券を確保しております。また、主要取引金融機関

と当座貸越契約を締結しており、円滑かつ効率的に資金調達が可能な体制をとって

おります。 

(4) 金融商品の時価に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。 

 



(5) 信用リスクの集中 

当期の連結決算日現在における営業債権のほとんどは、財務内容が良好な信販会

社向けのものであります。 

 

2．金融商品の時価等に関する事項 

2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額については、次のとおりであります。なお、現金及び預金、売掛金、買掛

金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

ことから、記載を省略しております。また、非上場株式（連結貸借対照表計上額０百

万円）及び投資事業有限責任組合(連結貸借対照表計上額62百万円)については、市場

価格がないことから、下表の「その他有価証券」には含めておりません。 

   (単位：百万円) 

    
連結貸借対

照表計上額 
時価 差額 

投資有価証券    

 その他有価証券  1,109 1,109 － 

資産計 1,109 1,109  － 

長期借入金  
12,181 12,179 △2 

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

負債計 12,181 12,179 △2 

 

(1) 資産 

 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格

又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上

額及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

   （単位：百万円） 

  種類 

取得価額 

又は 

償却原価 

連結貸借対

照表計上額 
差額 

連結貸借対照表計上

額が取得価額又は償

却原価を超えるもの 

（1）株式 245 915 669 

（2）債券 － － － 

社債 － － － 

（3）その他 － － － 

小計 245 915 669 

連結貸借対照表計上

額が取得価額又は償

却原価を超えないも

の 

（1）株式 － － － 

（2）債券 200 194 △5 

社債 200 194 △5 

（3）その他 － － － 

小計 200 194 △5 

合計 445 1,109 663 



 

(2) 負債 

長期借入金 

長期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシ

ュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在

価値により算定しております。 

 

（注１）金銭債権の償還予定額 

   （単位：百万円） 

  １年内 
１年超 ５年超 

10年超 
５年内 10年内 

現金及び預金 12,747 － － － 

売掛金 4,610 － － － 

合計 17,357 － － － 

（注２）長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

   （単位：百万円） 

  １年内 
１年超 ５年超 

10年超 
５年内 10年内 

長期借入金 3,865 8,316 － － 

 

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価 同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

により算定した時価 

レベル２の時価 レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプ

ットを使用して算定した時価 

レベル３の時価 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

 （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券 

 その他有価証券 

  株式 

  社債 

  投資信託 

 

 

915 

－ 

－ 

 

 

－ 

194 

－ 

 

 

－ 

－ 

－ 

 

 

915 

194 

－ 

資産合計 915 194 － 1,109 

  



(2) 時価で連結貸借対照表計上額としている金融商品以外の金融商品 

 （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

 

－ 

 

12,179 

 

－ 

 

12,179 

負債合計 － 12,179 － 12,179 

（注）時価の算定に用いた評価方法及び時価の算定に係るインプットの説明 

有価証券及び投資有価証券 

 当社グループが保有している上場株式は相場価格を用いて評価しております。

上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類

しております。一方、社債については、公表された相場価格が存在しないため、

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に

分類しております。 

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

 このうち、固定金利建ての長期借入金については、元利金の合計額と、当該債

務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により時価

を算定しており、レベル２の時価に分類しております。また、変動金利建て長期

借入金については、短期間に市場金利を反映することから、時価は帳簿価額に近

似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分

類しております。 

 

Ⅶ．賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

Ⅷ.収益認識に関する注記 

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

 
国産車 

販売事業 

輸入車 

ディーラー 

事業 

合計 

売上高    

顧客との契約から生じる収益 52,179 116,915 169,094 

その他の収益 － － － 

計 52,179 116,915 169,094 

 

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 収益を理解するための基礎となる情報は、「７.連結注記表 Ⅰ.連結計算書類作成

のための基本となる重要な事項等 4.会計方針に関する事項（4）収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。 

 

 

 



3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

(1) 契約負債の残高 

顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであ

ります。 

（単位：百万円） 

契約負債 当連結会計年度 

期首残高 3,681 

期末残高 3,202 

 契約負債の内訳は、主に納車引渡し前に顧客から受け取った車両販売と、車両修

理に係る販売代金の前受金のうち、期末時点において履行義務を充足していない残

高であります。 

 当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれてい

たものは3,287百万円であります。なお、重要な金融要素は含まれておりません。 

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格 

（単位：百万円） 

  当連結会計年度 

1年以内 288 

1年超 2年以内 241 

2年超 3年以内 222 

合計 752 

 当連結会計年度末現在、車両修理に係る販売代金の前受金のうち、点検及び車検

等を提供するサービス（商品名 メンテナンスパック）について、期末時点におい

て履行義務を充足していない残高は752百万円であります。残存履行義務については、

今後１年から３年までの間で、サービスを提供する都度、顧客への納車引渡しが行

われた時点で収益を認識することを見込んでおります。 

 なお、当初の予想期間が１年以内の契約である車両販売、車両修理に係る販売代

金の前受金については、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。 

 

Ⅸ．１株当たり情報 

 1．１株当たり純資産額 2,207円57銭 

 2．１株当たり当期純利益 176円25銭 

 

 

 

 

 



８.個別注記表 
Ⅰ．重要な会計方針 

1．有価証券の評価基準及び評価方法 

  (1) 子会社株式        移動平均法による原価法 

  (2) その他有価証券  

     市場価格のない株式等 

     以外のもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

     市場価格のない株式等 

 

移動平均法による原価法 

2．デリバティブの評価基準及び評価方法 

 時価法 

3．固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

    (リース資産を除く) 

定率法 

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります｡ 

 

                

 建物 

 構築物 

５年～40年 

７年～20年 

  (2) 無形固定資産 

    (リース資産を除く) 

  

     ソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）による定額法 

  (3) リース資産  

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

4．引当金の計上基準 

  (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

  (2) 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支給に備えるため、実際支給見込相当額を計上しておりま

す。 

 

5．収益及び費用の計上基準 

 純粋持株会社である当社の主な収益は、子会社から受け取る業務委託料、経営指導

料、不動産賃貸料、及び受取配当金となります。このうち、収益認識に関する会計基

準が適用される業務委託料、経営指導料につきましては、子会社への契約内容に応じ

た受託業務を提供することが履行義務であり、一定の期間にわたり当社の履行義務が

充足されることから、契約期間にわたり当該受託業務の提供に応じて収益を認識して

おります。 

  



Ⅱ.会計上の見積りに関する注記 

固定資産の減損に係る見積り 

1．当事業年度の計算書類に計上した金額 

有形固定資産 28,750百万円 

無形固定資産 26百万円 

2．計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

 計算書類利用者の理解に資するその他の情報に関する注記については、連結計算書

類「７.連結注記表 Ⅱ.会計上の見積りに関する注記 ２.識別した項目に係る重要な

会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。 

 

Ⅲ.貸借対照表関係 

1．記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

2．有形固定資産の減価償却累計額     5,542百万円 

3．債務保証 

 関係会社（株式会社ファイブスター東名横浜、株式会社シュテルン世田谷、株式会

社シュテルン中央、株式会社シュテルン西多摩、株式会社モトーレン東名横浜）の仕

入先に対する債務保証 

    1,255百万円 

4．関係会社に対する金銭債権 

 関係会社に対する未収収益 953百万円 

 

Ⅳ．損益計算書関係 

1．記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

2．関係会社との取引高 

(1) 関係会社からの営業収益 6,606百万円 

(2) 関係会社からの受取利息 45百万円 

 

  



Ⅴ．株主資本等変動計算書関係 

1．記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

2．当事業年度における自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 12,770,077株 

  

Ⅵ．税効果会計 

1．繰延税金資産の主な発生原因別の内訳 

繰延税金資産    

賞与引当金  15 百万円 

投資有価証券評価損  32  

減価償却超過額  27  

子会社株式に係る一時差異  117  

新株予約権  164  

譲渡制限付株式報酬  323  

その他  57  

繰延税金資産小計  738 百万円 

評価性引当金  △254  

繰延税金資産合計  483 百万円 

 繰延税金負債との相殺額  △483  

繰延税金資産の純額  －  

    

繰延税金負債    

固定資産圧縮積立金  △802 百万円 

その他有価証券評価差額金  △210  

その他  △4  

繰延税金負債合計  △1,017 

483 

百万円 

繰延税金資産との相殺額  

繰延税金負債純額  △534 百万円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅶ．関連当事者との取引 

1．子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

種類 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又は

出 資 金 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％) 

関係内容 

取引の 

内 容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

子会社 

㈱ シ ュ

テ ル ン

世田谷 

東京都

町田市 
355 小売業 

(所有) 

直接 

100.0 

兼任1名 
資金 

の貸付 

資金 

の貸付 
1,985 

関係会

社短期

貸付金 

－ 

利息の 

受取 
18 

未収 

収益 
0 

子会社 

㈱ シ ュ

テ ル ン

中央 

東京都

中央区 
30 小売業 

(所有) 

直接 

100.0 

兼任1名 
資金 

の貸付 

資金 

の貸付 
1,918 

関係会

社短期

貸付金 

3,220 

利息の 

受取 
15 

未収 

収益 
3 

子会社 

㈱ モ ト

ー レ ン

東 名 横

浜 

東京都

町田市 
50 小売業 

(所有) 

直接 

100.0 

兼任1名 
資金 

の貸付 

資金 

の貸付 
569 

関係会

社短期

貸付金 

650 

利息の 

受取 
4 

未収 

収益 
0 

(注) 資金の貸借については、市場金利を勘案して決定しており、担保の授受はありません。

又、取引金額は月末残高の年間平均額を記載しております。 

 

2．役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 

種類 氏名 
議決権等の所
有（被所有）
割合(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 

期
末 
残
高 

役員 板東徹行 
被所有 
 直接 3.19 

当社 
代表取締役 

社長 

金銭報酬債権の現物出
資に伴う自己株式の処
分 (注)1 

137 － － 

役員 井上久尚 
被所有 
 直接 1.22 

当社 
代表取締役 
副社長 

金銭報酬債権の現物出
資に伴う自己株式の処
分 (注)1 

79 － － 

役員 稲垣正義 
被所有 
 直接 0.44 

当社取締役 
専務執行役員 

金銭報酬債権の現物出
資に伴う自己株式の処
分 (注)1 

17 － － 

役員の
親族 

井上順子 
被所有 
直接 2.43 

当社代表取締役 

副社長の親族 

不動産賃借料の支払 
(注)2 
建設協力金の回収 

59 
 

26 

 

その他 

流動資産 

 

建設協力金 

 

 

22 

 

384 

 



 

(注) 1 譲渡制限付株式報酬制度に伴う金銭報酬債権の現物出資によるものであります。自己株

式の処分価格は、2025年７月22日（取締役会決議日の直前営業日）の東京証券取引所

スタンダード市場における、当社の普通株式の終値に基づいて決定しております。 

2 不動産賃借料の支払につきましては、不動産鑑定士による鑑定評価に基づき決定してお

ります。 

 

Ⅷ．収益認識に関する注記 

収益を理解するための基礎となる情報は「８.個別注記表 Ⅰ．重要な会計方針 5. 

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

Ⅸ．１株当たり情報 

1．１株当たり純資産額 1,153円87銭 

2．１株当たり当期純利益 125円70銭 

 

以 上 
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